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序   文 
 

 タイ王国においては、都市化による環境汚染問題が深刻化の一途をたどっており、なかでも主

要河川の大部分と河口の海岸部においては大腸菌などの値が基準値を大幅に超え、早急な対応策

の検討が必要とされています。その主な汚染源は、都市下水道・処理施設体系の未整備による都

市生活排水とされていますが、その対策として、内務省公共事業局（PWD）とバンコク首都圏庁

（BMA）は全国規模の公共下水道整備を進めています。こうした大規模な下水道・処理施設整備

の結果、下水道事業に関する計画・設計・建設・運営・維持管理のための、大量の技術者を育成

することが急務とされています。そのため、PWDは既存の技術研修所（TTI）の拡充・整備を行

うとともに、TTIのなかに下水道研修センター（TCSW）を新たに設置し、PWD、BMA及び地方都

市の下水道技術者の養成、レベルアップを図ることとし、我が国に対しTCSWにおけるプロジェ

クト方式技術協力を要請してきました。 

 この要請を受けた当事業団は、事前・長期・実施協議調査を重ねたうえで、平成７年８月１日

から５年間にわたる技術協力を開始しました。 

 このたび、本プロジェクトの協力終了が迫ったため、平成11年11月23日から12月３日まで、建

設省土木研究所次長 京才俊則 氏を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、各協力分野の

目標達成度や、実施の効率性、今後の対処方針などの評価活動を行いました。 

 本報告書は、同調査団の調査・評価結果を取りまとめたものです。ここに、調査団の各位並び

にご協力いただきました建設省、在タイ王国日本大使館、その他関係機関の方々に心から感謝の

意を表するとともに、今後のご支援をお願いする次第です。 

 

平成11年12月 

 

国 際 協 力 事 業 団 
社会開発協力部 

部長 田中由美子 
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第１章 終了時評価調査団の派遣 
 

１－１ 調査の背景 

 タイでは、河川の水質汚濁問題が深刻化しており、主要河川の河口付近における大腸菌数など

は環境基準値を大幅に超える状況にある。このような水質汚濁の原因は、都市生活排水の適正処

理がなされていない点にあり、その対策として、内務省公共事業局（PWD）とバンコク首都圏庁

（BMA）は都市部の公共下水道整備を進めている。一方、公共下水道整備を推進するために計画・

設計・建設・運営・維持管理に携わる技術者の育成が必要となり、それら技術者の研修機関とし

て、ＰＷＤは既存の技術研修所（TTI）を拡充し、併せてTTIのなかに新たに下水道研修センター

（TCSW）を設置した。このような背景から、タイ側はTCSWに対する協力を我が国に対して求め

てきた。 

 この要請を受け、1995年８月から、1) TCSWの運営体制確立、2) 下水道技術者及び管理者の養

成、3) 下水道分野のデータベースシステム開発に必要な資料、データの収集整理、4) 下水道分

野の研究開発計画策定、以上の４点を主な協力目標とした活動内容は以下のとおりである。 

a) 研修計画、カリキュラム、教材の作成、 

b) 研修講師の育成、 

c) 研修コースの実施、 

d) データベース構築に必要な資料収集とその整理、 

e) 研究開発のテーマ検討、研究開発計画策定などの活動を行っている。 

 このたび、プロジェクト開始後４年を経過した時点で、下記項目を主な調査内容として、終了

時評価調査団を派遣することとした。 

 

(1) これまで実施した協力について、当初計画に照らし、プロジェクトの活動実績、管理・運

営状況、カウンターパートへの技術移転状況について、日本、タイ側双方合同で評価を行う。 

(2) 目標達成度を判定したうえで、協力終了までの活動方針についてタイ側と協議する。また､

計画どおり進捗していない点については、問題点を協議し、改善に向けて善処するようタイ

側に申し入れる。 

(3) 評価結果から教訓、提言を導き出し、今後の協力のあり方、他国における同分野の協力実

施方法の改善について検討する。 
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１－２ 調査日程 

日順 月日(曜日) 行 程 業 務 内 容 

１ 

 

11月23日(火) 

 

東京→バンコク 

 

東京からバンコクへ移動 

日本人専門家チームとの打合せ 

２ 24日(水) バンコク  9:00 JICAタイ事務所との打合せ、在タイ日本大使館 

表敬 

11:00 DTEC表敬 

13:30 PWD表敬、PWD協議 

３ 25日(木) バンコク  9:30 BMA-DDS表敬、協議 

14:00 BMAシーパヤ支所視察 機材管理状況の確認 

４ 26日(金) アユタヤ、バンコク 

（バンコク泊） 

10:00  TCSW視察 機材管理状況の確認 

14:00 ミニッツ案作成 

５ 27日(土) バンコク 団内打合せ 

６ 28日(日) バンコク 資料整理 

７ 29日(月) バンコク 

 

 

 7:40 栗原団員帰国（JL708） 

 9:30 PWDカウンターパートへのインタビュー 

14:00 ミニッツ案検討 

８ 30日(火) バンコク  9:30 PWD、BMAとの合同協議 

９ 

 

 

12月１日(水) 

 

 

バンコク 

 

 

10:00 合同調整委員会 

12:00 調査団主催昼食会 

14:00 ミニッツ署名・交換 

10 ２日(木) バンコク 
 9:30 JICAタイ事務所報告、在タイ日本大使館報告、

DTEC報告 

11 

 

３日(金) 

 

バンコク→東京 

 

 8:35 藤本団員以外 バンコクから東京へ移動(JL708) 

 9:10 藤本団員 バンコクから大阪へ移動(JL728) 

  DTEC：首相府技術経済協力局 PWD：内務省公共事業局 

  TCSW：タイ下水道研修センター DDS-BMA：バンコク首都圏庁灌漑下水局 
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1－３ 団員構成 

氏 名 分 野 所   属 

京才 俊則 団長・総括 建設省土木研究所次長 

栗原 秀人 土 木 工 学 建設省都市局下水道部下水道企画課下水道事業調整官 

藤本 裕之 水 質 分 析 日本下水道事業団岡山工事事務所長 

山中 信好 機 械 工 学 東京都下水道局計画部技術開発課長 

安楽  究 評 価 調 査 ㈱朝日監査法人 

河添 靖宏 評 価 企 画 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第一課 

 

１－４ 主要面談者 

＜タイ側＞ 

(1) PWD 

Dr. Voravit Lertlaksana Director General 

Mr. Rajatin Syamananda Deputy Director General, TCSW 

Mr. Tirapan Thongravati Director, TTI 

Mr. Kitti Subwisuth Director, MED 

Mr. Sakda Verakul Director, MRD 

Mr. Pornsak Jevasuwon Director, TCSW 

Ms. Kitinan Woraanuwattanakul Officer, Planning Division 

Mr. Seksom Churangsarit Civil Engineer, TOCD 

Mr. Uthai Boonyarattanakul Electrical Engineer, MED 

Mr. Peerapong Churangsarit Electrical Engineer, MED 

Mr. Somchai Matvattarakul Civil Engineer, SED 

Ms. Pramchit Homchattanakul Civil Engineer, SED 

Ms. Piyaphan Boonprapob Scientist, MRD 

Ms. Nipa Sanguanrunagwong Officer, TCSW 

Mr. Veerachon Natsingahart Officer, TCSW 

 

 (2) BMA-DDS 

Mr. Thongchai Klankrong Director General 

Mr. Chanchai Vitoonpanyakij Director, Water Quality Management Div. 

Ms. Apinan Jaruchaiyakul Chief, Water Quality Management Div. 

Ms. Sirilak Leerasiri Sanitary Scientist, Water Quality Management Div. 

Ms. Busmapong Chaiwanichaya Sanitary Scientist, Water Quality Management Div. 

 

 (3) DTEC 

Mr. Banchong Amornchewin Chief, Japan Sub-Division 

Ms. Vitida Sivagua Officer, Japan Sub-Division 
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＜日本側＞ 

 (1) 在タイ日本大使館 

   筒井 祐治 二等書記官 

 

 (2) JICAタイ事務所 

   岩口 健二 事務所長 

   梅崎  裕 次長 

   上垣 素行 所員 

 

 (3) プロジェクト専門家 

   宮原  茂 チーフアドバイザー 

   山田 俊雄 業務調整員 

   山本 博英 長期専門家 

   木村 吉昭 長期専門家 

   飯島  豊 DDS-BMA配属 長期専門家 
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第２章 評価の要約 
 

 評価は、経済協力開発機構（OECD）、開発援助委員会（DAC）の評価５項目である目標達成度、

効果、効率性、妥当性、及び自立発展性の観点から行った。結果を以下に記す。 

 

 本プロジェクトの目的は、プロジェクト終了時には達成されると思われる。したがって、当初

の計画どおり、本プロジェクトは５年間の協力をもって終了するのが適切である。一方、タイに

おける下水道の計画・設計・建設・運転管理が適切に行われるためには、日本側、タイ側の相互

協力の下、今後も鋭意努力が必要であると考えられる。 

 なお、タイ側から、特に下水道研修センター（TCSW）における研究・開発及び人材育成分野

に関する継続的な協力の要請があった。 

 

(1) 実施の効率性 

 教材、研修用機材、専門家、施設などについては、適切な投入がなされた。一方、カウンタ

ーパートのフルタイム化や供与機材の有効活用については、今後の改善が求められる。 

 

(2) 目標達成度 

 TCSWの運営体制は確立されており、このプロジェクトが終了するまでには、目標とした

1,001名の研修が達成される見込みである。データベース構築、研究開発準備などの活動につい

てもおおむね順調に実施されている。 

 

(3) 効果 

 TCSWは、当初計画どおりに研修コースを実施しており、調査団派遣時まで763名の研修を行

った。これらの研修員により下水道事業は改善されつつあり、技術者の能力、量の拡大に寄与

している。なお、このプロジェクトの活動を通じて、TCSWがタイにおける下水道の技術的な

要であることを、科学技術環境省（MOSTE）が認識したという効果もあった。 

 

(4) 計画の妥当性 

 タイにおいては、水環境の保全及び浸水防除のために下水道の必要性が急速に高まっている。

また、近年の地方分権化政策により、下水道技術者の量的拡大が求められている。一方、環境

保全、それを促進するための人材育成は日本のODAの潮流とも一致している。 
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(5) 自立発展性 

 プロジェクトの目標はほぼ達成されており、MOSTEがTCSWに研修員を送るなど、関係機関

もTCSWの重要性を認めるところである。今後ともTCSWはこの分野において重要な役割を担う

ものと思われる。 
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評価調査結果要約表 

国名：タイ 案件名：下水道研修センター（TCSW） 

分野：上下水道 援助形態：プロジェクト方式技術協力 

所轄部署：社会開発協力部第一課 タイ側関係機関：内務省公共事業局(PWD) 
        バンコク首都圏庁(DDS) 

日本側協力機関：建設省 協力期間 

(R／D)： 
1995.8.1～2000.7.31 

他の関連協力：チャオピヤ川下流域下水道
整備計画（1991～1993年、開発調査）他 

案件概要 

・協力の背景と概要 
 タイでは、急速な経済発展に伴い都市部での水質汚濁が深刻化しており、その主な
汚染源である生活排水対策として下水道整備が急速に進められている。しかし、急速
に増加する下水道に対して技術者は不足しており、特に処理場の運転・維持管理に係
る人材の育成が急務であった。このような背景の下、タイは下水道技術者養成のため
の研修センター確立を目的とする協力を我が国に求めてきた。我が国はこれに応じ、
下水道分野の研修実施機関確立を目的としたプロジェクト方式技術協力を行うことに
なった。 
 
・協力内容 
（上位目標） 
適切な下水道技術を確立し、下水道施設を適切に計画・設計・建設・運転・管理をする。 
 
（プロジェクト目標） 
タイ下水道研修センター（TCSW）の機能及び活動が確立する。 
 
（成果） 
１．TCSWの運営を確立する 
２．技術者及び管理者を研修する 
３．データベースシステム（図書館機能を含む）を準備する 
４．研究、開発活動を企画する 
 
（投入）（評価時点） 
日本側： 
 長期専門家派遣  10名     機材供与      約１億9,000万円 
 短期専門家派遣  50名     ローカルコスト負担   約6,000万円 
 研修員受入    21名 
タイ側 
 カウンターパート配置  23名 機材購入 約270万バーツ 
 土地・施設提供 TCSW、研究施設 ローカルコスト負担 約 12万バーツ 
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調査者 京才 俊則 
栗原 秀人 
藤本 裕之 
山中 信好 
河添 靖宏 
安楽  究 

団長・総括 
土木工学 
水質分析 
機械工学 
評価企画 
評価調査 

建設省土木研究所次長 
建設省都市局下水道部下水道企画課下水道事業調整官 
日本下水道事業団岡山工事事務所 
東京都下水道局計画部技術開発課長 
国際協力事業団社会開発協力社会開発協力第一課 
㈱朝日監査法人 第２部門 

調査期間 1999年11月23日～1999年12月３日 評価種類：終了時評価 

１．評価の目的 
 (1) これまで実施した協力について、当初計画に照らし、プロジェクトの活動実績、管理・運

営状況、カウンターパートへの技術移転状況について、日本、タイ側双方合同で評価を行う。 
 (2) 目標達成度を判定したうえで、協力終了までの活動方針についてタイ側と協議する。また、

計画どおり進捗していない点については、問題点を協議し、改善に向けて善処するようタイ
側に申し入れる。 

 (3) 評価結果から教訓、提言を導き出し、今後の協力のあり方、他国における同分野の協力実
施方法の改善について検討する。 

 
２．評価結果の要約 
 (1) 実施の効率性 
   教材、研修用機材、専門家、施設などについては適切な投入がなされた。一方、カウンタ

ーパートのフルタイム化や供与機材の有効活用については、今後の改善が求められる。 
 (2) 目標達成度 
   下水道研修センター(TCSW)の運営体制は確立されており、このプロジェクトが終了する

までには1,001名の研修が達成される見込みである。データベース構築、研究開発準備など
の活動についてもおおむね順調に実施されている。 

 (3) 効果 
   TCSWは当初計画どおりに研修コースを実施しており、調査団派遣時までに763名の研修を

行った。これらの研修員により下水道事業は改善されつつあり、技術者の能力、量の拡大に
寄与している。なお、このプロジェクトの活動を通じて、TCSWが、タイにおける下水道の
技術的な要であることを科学技術環境省（MOSTE）が認識したという効果もあった。 

 (4) 計画の妥当性 
   タイにおいては、水環境の保全及び浸水防除のために下水道の必要性が急速に高まってい

る。また、近年の地方分権化政策により、下水道技術者の量的拡大が求められている。一方、
環境保全、それを促進するための人材育成は日本のODAの潮流とも一致している。 

 (5) 自立発展性 
   プロジェクトの目標はほぼ達成されており、MOSTEがTCSWに研修員を送るなど、関係機

関もTCSWの重要性を認めるところである。今後ともTCSWはこの分野において、重要な役割
を担うものと思われる。 

 
３．効果発現に貢献した要因 
 (1) 日本側に起因する要因 
  ・現地の事情に通じた専門家を複数回にわたり派遣するなど、専門家投入に係る工夫をした。 
  ・短期専門家を活用して短期集中的に教材づくりを行った。 
  ・カウンターパート研修、集団研修コースの活用による短期集中的な技術移転を行った。 
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 (2) タイ側に起因する要因 
  ・各地方公共団体は下水道事業に真剣に取り組んでおり、研修に係るニーズは高かった。こ

のため、研修員派遣に係るリクルートがスムーズに行われた。 
  ・研修に係る実費負担がタイ側により適切に行われた。 
  ・各大学、MOSTE、バンコク首都圏庁（DDS）、地方政府に呼びかけつつ研修講師のリクル

ートを行い、連携関係を構築した。 
  ・技術諮問委員会において教材の検討が行われ、教材レベルの審査、用語選定などの作業

が効率的に行われた。 
 
４．問題点及び問題を引き起こした要因 
 (1) 日本側に起因する要因 
  ・データベース構築に係る現地コンサルタントへの委託手続きについて、そのスペックや契

約内容確定、それを審査するための手続きに時間を要した（約一年間）。 
 
 (2) タイ側に起因する要因 
  ・英語からタイ語への翻訳の過程での誤訳があり、教材の内容が適切ではない部分が発見さ

れた。タイ側には下水道に係る技術者が少ないため、用語集も不備であり、このような問
題が生じた次第である。 

  ・TCSWの職員13名のうち９名が異動で交代している。この点は、継続的な業務を行ううえ
での課題である。 

 
５．教訓（新規案件、現在実施中の他の案件へのフィードバック） 
 (1) 協力開始前の協力機関の権限、所掌の確認 
   タイでは下水道事業の予算、政策面はMOSTE、技術面は内務省（MOI）が担当することに

なっている。今回の協力では主に技術面の協力であったため、プロジェクト実施上の支障は
なかったが、協力内容によっては、MOSTEを巻き込んだプロジェクトにする必要がある。協
力機関の権限、所掌を見定めた協力が必要である。 

 
(2) 地方分権化に伴う人材育成ニーズの変化 
  1996年の環境基本法に基づき、下水道事業の実施主体者は地方政府となったが、これによ
り地方政府の人材不足が顕著となり、プロジェクトの意義が高まった経緯がある。地方分権
移行期における地方政府の人材育成ニーズは高いものと思われる。 

 
６．提言〔評価対象案件へのフィードバック（延長、フォローアップ協力の必要性等）〕 
  下水道建設、運営に係る人材育成機関の確立は達成される見込みであり、本プロジェクトは
当初の計画どおり５年間の協力をもって終了するのが適当である。 

  一方、急速に建設が行われている下水道施設の建設、運転に関する技術基準は未整備であり、
効果的、効率的な事業運営のためにも、下水道技術基準の制度化及びその運用ができる技術者
を育成する必要があると思われる。 

 



－10－

第３章 プロジェクトの経緯 
 

３－１ 本プロジェクトが要請された当時のタイの下水道事情 

 タイでは、1970年代に急速な経済成長が始まり、1980年代に入り環境問題、特に都市圏におけ

る生活排水、工場排水による水質汚濁問題が顕在化してきた。このため、1986年にはシャム海に

面した海浜リゾートであるパタヤに、タイ国最初の下水処理場の供用が開始された。その後、プ

ーケット、ホアヒン、コンケン、ナコンラッチャシマなどの地方都市で下水道整備が進んだ。一

方、首都であるバンコクでは、限られた公共事業予算のなかで、優先課題として洪水対策を重点

的に進める一方、下水道事業は後回しとされ、結果として1993年になってバンコクで最初の下水

処理場の供用が開始されることになった。プロジェクトが要請された1994年当時、タイ全国で運

転されていた下水処理場は７都市、８処理場であった。 

 一向に改善されない都市圏の水質汚濁状況を改善するため、タイ政府は、1993年から下水道整

備に対して予算配分を大幅に増やし、併せて下水道整備・運営に係る技術者の育成を行う方針を

打ち出した。しかし、タイにおける下水道の歴史は浅く、下水道分野の指導者が数的、量的に不

十分であったため、下水道整備・運営に係る技術者の育成に対する協力を我が国に要請してきた。 

 

３－２ 事前調査団の派遣 

 この要請を受け、我が国はこの要請に対する協力可能性を検討するために、1994年12月、事前

調査団を派遣した。この調査団では、参加型計画手法を用いて、プロジェクトの関係者・受益者

に係る分析、問題の状況やプロジェクトの目的に係る分析を行い、プロジェクトの基本計画を策

定した。また、併せて、タイの下水道状況、タイの下水道研修センター（TCSW）設立計画、本

プロジェクト実施による効果の確認を行った。 

 結果として、タイは水質汚濁状況の改善を促進するうえで下水道整備が重要であることを認識

しており、重点課題として下水道整備に取り組む姿勢を有していたため、この分野への協力は同

国の政策に合致することが認められた。タイでは、下水道整備を行う人材が不足しており、下水

道の建設・運営を実施・管理できる技術者づくりが、緊急的な課題であることが明らかになった。 

 このような緊急的な課題を解決することを念頭に置き、本プロジェクトでは、TCSWの機能、

活動が確立することをプロジェクトの目標として設定し、そのために必要な成果として、①TCSW

の運営性が確立される、②技術者、研究者、運営者が育成される、③下水道情報を集約したデー

タベースを構築する、④研究、開発に係る取り組みが開始される、以上、４項目の成果を達成す

ることをプロジェクトの基本計画とした。 
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３－３ プロジェクトの開始 

 事前調査団において、プロジェクト実施の妥当性及びプロジェクトの基本計画が明らかにされ

た。この結果を受けて、1995年５月に長期調査員を派遣し、研修コースの策定、必要機材の選定、

専門家派遣計画に係る具体的な計画づくりをタイ側とともに行い、暫定実施計画を策定した。 

 また、以上の打合せ結果に基づき、プロジェクトの基本計画、日本側協力内容（専門家派遣、

供与機材、研修員受入れなど）、及びタイ側の準備（カウンターパートの配置、施設、機材の確保、

現地活動費の確保など）に係る合意文書をタイ側と合意することを目的として、1995年６月に実

施協議調査団が派遣された。その際、合意された暫定実施計画は、表３－１（p.12）のとおりで

ある。 

 本プロジェクトは、実施協議調査団において締結された討議議事録（Record of Discussions：  

R／D）に基づき、1995年８月１日から2000年７月31日までの５年間を協力期間として開始された。

プロジェクトでは、全体として1,700名の研修員を輩出することを目標とした。タイ側のプロジェ

クト実施機関は、全国の下水道事業を管理する内務省公共事業局（PWD）、及びバンコク市内の

下水道事業を管理するバンコク首都圏庁灌漑下水局（DDS-BMA）の二組織とした。また、プロジ

ェクトの円滑な実施のために、プロジェクトの意思決定機関として合同調整委員会、技術的事項

を討議する機関として技術諮問委員会を設定することとした。 

 

３－４ プロジェクトの推移（第一年度から第三年度まで） 

 1995年８月から開始された本プロジェクトは、まず６種類の研修コース（排水指導、水質分析、

運転維持管理、計画設計、施行監理、事業運営）のカリキュラム・教材を整備する作業から始め

られた。その一方で、タイ側のTCSW施設工事が遅れ、1996年12月に完成したため、排水指導、

水質分析コースは1997年２月、運転維持管理コースは1997年３月に、それぞれ当初の計画よりも

半年遅れで立ち上げられた。さらに、データベース構築のための検討がプロジェクト立ち上げの

第二年度目から開始された。 

 また、プロジェクト開始当初からPWDのカウンターパートの配置がフルタイムではないため、

フルタイムのカウンターパート配置を促進することを目的として、PWDに多く存在する土木技術

者の担当領域である計画設計コースを、計画よりも早めに着手し、プロジェクトへの定着を促す

工夫がなされた。今後、プロジェクトの成果の定着及びその自立発展を図るうえで懸念すべき課

題として、下水道事業の所管がPWD（主に技術担当）、及び科学技術省汚染対策局（PCD：主に

政策・予算担当）に分かれており、内務省（MOI）と科学技術環境省（MOSTE）の間に下水道事

業推進に係るコンセンサスが十分に形成されていない点が残されていた。 
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３－５ 巡回指導調査団の派遣（中間評価） 

 プロジェクトが開始されて３年３か月が経過した1998年11月、プロジェクトの中間評価を行う

目的で巡回指導調査団が派遣された。その主な調査結果は下記のとおりであった。 

 

 (1) プロジェクトの活動状況 

 研修は予定されている全６分野11コースのうち、４分野６コースについて既に研修が実施

されている。タイの経済危機により開催回数は、当初の目標に比べて減少したが、１回当た

りの研修員数を増やして技術者の輩出を促進した。なお、1998年11月の時点で研修受講生は

303名であった。 

 今後の研修人員については、タイの経済危機による研修費の縮小から、合計1,001名の研修

員を訓練する計画へと修正された。 

① 計画・設計（基礎） ３回実施 

② 計画・設計（中級） １回実施 

③ 運転管理（基礎１） ４回実施 

④ 運転管理（基礎２） １回実施 

⑤ 水質分析（基礎） ２回実施 

⑥ 排水規制 ３回実施 

⑦ 計画・設計（上級） 未開講 

⑧ 工事施工監理 未開講 

⑨ 水質分析（上級） 未開講 

⑩ 下水道経営 未開講 

⑪ 運転管理（上級） 未開講 

 データベース構築に係る準備として、タイ下水道関係の書籍300冊、写真1,000枚、研修教

科書25冊をデータとして入力した。また、データベースの機能をタイ側とすり合わせ、デー

タベース作成に係る仕様書作成の準備などを行った。 

 研究開発の準備作業としては、課題設定に係る検討を行った。 

 

 (2) プロジェクトの中間評価（目標達成度、計画の妥当性、自立発展性） 

 目標達成度について、研修員による研修内容のアンケート結果によると、研修内容はおお

むね満足している、と評価されており、また、受講者のニーズも満たしている。さらに、デ

ータベース開発、研究開発に関し、タイ側技術者は事業実施、技術改善における情報整理の

重要性が理解できたことを表明しており、プロジェクト目標達成のための動機づけ、基盤な

どが整っている。 
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 計画の妥当性について、タイ下水道事業は急速に推進されていくことが見込まれており、

その事業を支えるための技術者育成に係るニーズは依然として高く、プロジェクトの妥当性

は高いといえる。 

 自立発展性について、TCSW運営のための要員配置（研修講師育成も含む）は順調に構築

されつつあり、今後、目標とされている各研修コースの立ち上げ、データベース構築、研究

開発に係る取り組みを通じて、TCSWは独自の発展が可能になる見込みである。 

 

 (3) 下水道事業の所管について 

 科学技術環境省（MOSTE）関係局〔環境質改善局、汚染対策局（PCD）、環境政策・企画

室（OEPP）〕は下水道事業を推進するうえで技術者不足が深刻である点を認識しており、

MOSTEから関係職員をTCSWの研修に派遣したい旨を表明した。下水道事業を推進するため

には、内務省（MOI）、MOSTEが連携して推進する必要性があることについて、認識が高ま

りつつある。 

 

 (4) 下水道関係組織とその役割について（1999年11月時点の状況） 

  1）内務省公共事業局（PWD） 

    PWDは、バンコク首都圏庁（BMA）と環境保全地域を除くタイ国内のすべての県におい

て下水処理プラントの設計・施工などの下水道事業を担当してきた。一方、1992年に制定

された環境基準法によりMOSTEに下水道事業政策、予算の所管が移ることになった。しか

し、PWDは土木技術者を多く有し、下水道事業の実施に関しては経験を有している。 

 1996年度以降は、OEPPに下水道予算が配分されているが、今後はどのようになるか明ら

かではない。 

  2）バンコク首都圏庁灌漑下水局（DDS-BMA） 

    DDS-BMA内の汚水収集、処理、運転管理に係る組織は暫定的なものであり、今後、組織

体制を確立する。現在は、主に住宅公社から移管された小規模下水処理施設の運営を水質管

理部が主体となり行っている。1994年から稼働している大規模処理場（シーパヤ処理場）に

は７名の職員が常勤で勤務している。 

  3）科学技術環境省汚染対策局（PCD） 

    1992年に制定された環境基準法、及び同法に基づいた1996年の閣議決定により、タイ国内

の下水道事業政策を担当することとなった。同法の下に国内の各県は地域環境管理計画を策

定することが義務づけられ、その計画のなかに下水道事業が含まれていることになっている

PCDは、各県の地域環境管理計画策定に係る審査、技術支援を行っている。 

 なお、PCDでは、放流水質基準の策定、公害防止地域（バンコク市と周辺５県）の下水道
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事業を主に担当することになっている。 

  4）下水道公団（WMA） 

    1995年王室令によりPCDの下に設立された公団で、バンコク近郊（バンコク市と周辺５県）

の下水処理場の円滑な運営を目的とした組織である。具体的には、下水道料金徴収、民間資

本を導入した下水道の維持管理・運営を行う。 

  5）科学技術環境省環境対策・企画室（OEPP） 

    地域環境管理計画を審査し、事業の予算化を図るのはOEPPである。一方、MOSTEには土

木技術者が不足しており、PWDにも大規模な下水道事業に係るノウハウは蓄積されていな

いため、下水道事業の実施は海外及び国内のコンサルタントに委託している状況である。 

  6）各地方自治体 

    地域環境管理計画を実施する主体である。計画実施にはOEPPの認可が必要であるが、認

可された事業の実施主体は各自治体となっている。各自治体は工事発注者となり、業者と直

接契約を結ぶ仕組みとなっている。また、各自治体は、科学技術環境省汚染対策局（PCD）、

あるいはPWDへ工事を発注することも可能である。 
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第４章 ＰＣＭに基づく終了時評価の方法 
 

４－１ 終了時評価の方法 

 (1) 評価方法 

 本プロジェクトは、案件形成の段階からワークショップを開催し、プロジェクト・サイク

ル・マネージメント（PCM）の手法に基づいてプロジェクト管理が実施されている。この流

れを受けて、事後評価においてもPCMの手法を活用し終了時評価を実施した。 

 PCM手法による終了時評価とは、プロジェクト管理のための要約表であるプロジェクト・

デザイン・マトリックス（PDM）を終了時評価に活用し、評価時点での計画達成度や達成可

能性を勘案して、評価５項目（効率性、目的達成度、インパクト、妥当性、自立発展性）の

視点から、多面的・包括的にプロジェクトを評価するものである。 

 

 (2) 評価５項目 

  1）実施の効率性：「投入」がどれだけ効率的に「成果」に転換されたか。 

    PCM手法における効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性を評価する視点で

ある。すなわち、人的、物的、金銭的投入がどの程度成果に変換されたかについての効率

性を評価する。例えば、最も適切な手段により最適の時期に、最小の投入で、必要とされ

た成果の達成がなされれば効率性が高いと評価できる。したがって、効率性は原則として

「投入」と「成果」の比較により評価する。 

  2）目的達成度：「成果」により「プロジェクト目標」がどこまで達成され、また、どれほど

の達成が見込めるか。 

 PCM手法における目的達成度とは、「成果」の達成（未達成）により「プロジェクト目標」

の達成（未達成）に貢献（阻害）した因果関係を評価する視点である。すなわち、成果がど

のようにプロジェクト目標に結びついたかを、プロジェクトでは管理できない外部の阻害要

因も考慮して明らかにしていく。 

 これにより、外部の阻害要因で失敗したのか否かなどを考慮して、公正な評価を行うと

ともに、形式的な計画履行状況の確認にとどまらず、教訓となるべき成功要因・失敗要因

を抽出することが可能となる。 

  3）効果：プロジェクトにより生じた直接・間接的な正・負の効果はどのようなものか（「プ

ロジェクト目標」が「上位目標」の達成に本当に貢献できたのか）。 

 PCM手法における効果とは、プロジェクトの実施により、直接・間接的にどのような正・

負の効果が生じたかを評価する視点である。すなわち、プロジェクトで行った活動は、プロ

ジェクトをとりまく環境を広く考慮した場合、「上位目標」に影響する多くの要素の一つに
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すぎないのが一般的である。プロジェクトが社会に与えたと思われる影響は、（現実には、

プロジェクトとは無関係の他の要因がからみ合っていることが多いので）、プロジェクトが

真に社会に直接与えた影響とは限らないのである。 

 具体的には、正の効果ばかりでなく負の効果を含み、予想されたものばかりでなく予想さ

れなかったものも含むので、目的達成度よりも広い視点で、以下のマトリックスに分けてプ

ロジェクトを評価する。 

 

効果 期待・予想されたもの 期待・予想されなかったもの 

正（望ましい）   

負（望ましくない）   

 

  4）計画の妥当性：「成果」「プロジェクト目標」「上位目標」は評価時においても妥当か。 

 PCM手法における妥当性とは、「成果」「プロジェクト目標」「上位目標」の示す方向が、

真に地域社会や国全体にとって妥当なものであったか、さらに実施期間中に起きる政治的・

社会的変化、その他の外部条件がプロジェクトの妥当性を揺るがしていないか、について評

価する視点である。特に、評価時点においても、受益者のニーズ、援助国及び被援助国政府

の政策などとプロジェクトの方向性が一致しているか否かを重要なポイントとして評価を

行う。 

  5）自立的発展性：援助が終了してもプロジェクトの便益が持続されるか。 

 PCM手法における自立的発展性とは、プロジェクト終了後、相手国の実施機関が独力で

「活動」及び「成果」を維持発展することができるか否かを評価する視点である。プロジェ

クトの自立発展性を検討する際には、援助の終了後であるため、単に一時点の状況をみて判

断するのではなく、“６項目の横断的視点（政策・技術・環境・社会文化・組織運営管理・

経済財政）”から長期的観点で予測し、分析を行う。 

 

４－２ 実施した終了時評価の概要 

 (1) 国内準備期間 

  1）団員内で、評価用のPDM〔PDM-E(Evaluation：評価)〕のコンセンサスを得るための協議

を実施した。 

 PCM手法を用いて評価を行う場合には、プロジェクト開始時点から同手法に基づきPDM



－19－

が作成され、プロジェクト管理に活用されていることが前提となる。本プロジェクトにおい

ては、案件形成時点からワークショップに基づきPDMが作成され、その後、実質的な変更

は行われていない。このPDMの内容については、以下のような改善すべき事項が見受けら

れるものの、基本的には論理的に作成されているので、評価団としては当初作成されたPDM

（PDM-０）を評価の基本的なツールとして活用することとした〔なお、以下に示すように、

1995年１月の段階ではPDMが完成されておらず、実施協議調査団及び長期調査員報告書

（1995年７月）に記載されているPDMをPDM-０と考えるものとする。表４－１(p.21)参照〕。 

 

  （1995年１月付けの報告書に含まれているPDMの状況と問題点） 

   ・プロジェクトの要約は、住民参加によるワークショップにより詳細に検討され、論理的

に作成されていると思われるが、指標と指標の入手手段の欄がブランクとなっていた。 

   ・投入欄に具体的な記載がない。この点について報告書の本文に“現時点では投入を細か

く決められないので、大まかな概要を示すにとどめる”との解説があった。 

 

  （実施協議調査団及び長期調査員報告書（1995年７月）に含まれているPDMの問題点） 

   ・PDMの指標と指標の入手手段の欄が埋められているが、やや漠然と設定されており、具

体性に欠けている。この点について報告書本文に解説がなく、深く検討された痕跡が見

当たらない。論理ばかりでなく現場の実情を知る必要があるので、指標と指標の入手手

段を的確に決定することは詳細な検討が必要となる。なお、本来、指標の入手手段が確

保できない可能性がある場合には、活動のなかに、指標の入手手段となるものを取り込

むことが必要であるが、その検討がなされていない。 

   ・投入欄が（活動計画書が固まっているにもかかわらず）更新されていない。この点につ

いて、案件形成時に本プロジェクトにかかわった団員に事情を聴取したところ、国際協

力事業団（JICA）が単年度予算のために、被援助国に将来の援助を具体的に約束できな

いのであえて書かなかったとのことである。論理的には、外部条件で“日本の援助方針

に変更がない”と明記することで記載は可能であると考えられる。しかし、タイ側が将

来の投入を正式に約束したと誤解する可能性もあり、当時においては、PCM理論の正確

な説明を行うことが困難な状況であったとのことである。 

 

    このような状況では、PDM-０を直接PDM-Eとして活用することはできない。しかがって、

論理的には、PDM-０の指標とその入手手段及び投入欄を具体的なものに変更して、新たに

PDM-Eを作成すべきである。しかし、団内で協議した結果、当初のPDMを変更してミニッ

ツに記載すると、PDMについてタイ側との協議が必要となり、限られた現地調査期間内に
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ミニッツの署名・交換を完了できないおそれがあるとの判断から、次のような対応を行う

こととした。なお、プロジェクトの要約については、変更の必要のない旨を団員内で協議

し確認した。 

   ・団員内の協議に基づき、PDM-０の指標と指標の入手手段を、整合性を保ちながらブレー

クダウンし、できる限り具体的なものとした。 

   ・ブレークダウンした指標と指標の入手手段を、PDM-０とリンクさせて、ミニッツの

Achievement of the planにおいて示すこととした。 

   ・投入については、目標値などが当初、明確に定められていなかったため、ミニッツのInputs 

from the Japanese side and Thai sideにおいて、投入実績を具体的に示すにとどめることと

した。 

   ・PDM-０とAchievement of the planの指標、及び指標の入手手段などを併せてPDM-Eと解釈

し、PDM-０を修正せずに評価調査のツールとして活用することで、上記の問題に対応す

ることとした〔表４－２（p.23）参照〕。 

 

   2) プロジェクトの評価調査の対象となる以下の関係諸機関等に対して、質問書を作成し送

付した（別添資料参照）。 

   ・内務省公共事業局（PWD） 

   ・バンコク首都圏庁（BMA） 

   ・下水道研修センター（TCSW） 

 

 (2) 現地調査期間 

  1）国内作業期間に作成した質問書を用いて、専門家、カウンターパート、その他のプロジェ

クト関係者にインタビューを行い、資料を収集し、プロジェクトサイトなどを視察して、関

係諸機関との協議を実施した。 

  2）インタビュー結果や質問書の回答、収集した関連資料等を分析し実態の把握に努めるとと

もに、投入実績を確認し、各指標ごとに指標の入手手段により収集した情報を整理して、各

指標ごとの実績を確認した。 

  3）団員内ワークショップを開催し、各指標ごとの実績及び投入実績に基づいて、DACの評

価５項目の観点から、各評価項目ごとにプロジェクトの評価を行った。 

  4）上述の評価５項目の評価結果に基づいて、タイ側とのワークショップを開催し、プロジェ

クトの総合評価を行い、提言と教訓を導出した。 
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表４－１ タイ下水道研修センター（TCSW） （PDM-０） 
 

プロジェクトの要約 評価指標 指標入手手段 外部条件 

上位目標 

適切な下水道技術を確立し、下水道施設を適切に計
画・設計・建設・運転・管理する 

 

1．下水道処理場数 
2．下水道技術者数 

 

・下水道関連統計 
・プロジェクトの報告書 

 

プロジェクト目標 
タイ下水道研修センターの機能、活動を確立する 

 
1．各研修コースへの参加者数 

2．実施した研修コースとテーマ数 

3．研修講師数 

 
・TCSW年次報告書、あるいは、TCSW関連統計 

 
・タイ政府が下水道事業推進政策を堅持する 

・研修を受けた人材が下水道分野から離れないこと 

成果 

1．タイ下水道研修センターの運営を確立する 

2．エンジニア、化学者、技術者及び管理者を研修する 
 

3．データベースシステム（図書館機能を含む）を準
備する 

4．研究・開発活動を企画する 

 

1．TCSWの職員数 

2-1 研修員の試験結果 
2-2 各コースの修了生の数 

3．データベース構築のために収集されたデー
タ、記録の数 

4．選定された研究・開発テーマ数 

 

・TCSW年次報告書、あるいは、TCSW関連統計 

 
・研修員試験結果 

 

・研修講師が研修センターに残ること 

 
・各コース運営のための予算が確保されること 

活動 
1-1 合同調整委員会を組織する（T） 

1-2 タイ下水道研修センター職員を雇用する（T） 

1-3 職員を管理する（T） 
1-4 予算を管理する（T） 

 
2-1 研修講師を確保する（T） 

2-2 研修講師の育成を行う（JT） 

2-3 研修プログラムを企画する（JT） 
2-4 研修カリキュラムの作成を行う（JT） 

2-5 研修教材を作成する（JT） 

2-6 技術者、管理者の育成を行う（JT） 
 

3-1 データベースシステムの企画を行う（JT） 
3-2 資料の収集を行う（T） 

3-3 資料の分類を行う（JT） 

3-4 適切な利用を促進する（T） 
 

4-1 研究・開発プログラムの作成（JT） 

4-2 研究・開発施設の準備（JT） 

（投入） 
日本側 

1．専門家派遣 

  長期専門家 
   チーフアドバイザー 

   業務調整員 
   土木工学 

   機械工学 

   水質分析 
 

  短期専門家 

   土木工学 
   機械工学 

   水質分析 
   その他 

 

2．供与機材 
  研修用機材、水質分析用機材、データベー

ス、研修教材作成のための機材等 

 
3．研修員受入れ 

 

 
タイ側 

1．カウンターパート 

 1) 内務省公共事業局長 
 2) バンコク首都圏庁灌漑下水局長 

 3) 内務省技術研修所長 
 4) 技術研修所下水道研修センター長 

 5) 研修コース運営担当者 

 
2．施設 

 1) 下水道研修センター 

 2) バンコク首都圏庁シーパヤ支所 
 3) 専門家執務室 

 （下水道研修センター・シーパヤ支所内） 
 

3．合同調整委員会 

 
・内務省公共事業局とバンコク首都圏庁が協力を継

続すること 

 
・機材が計画どおりに投入されること 

 
 

 

 
 

 

 
（前提条件） 

 
文書や情報が存在すること 

 

研修員候補者が存在すること 

 





　 表４－２　タイ下水道研修センタープロジェクト　評価用ＰＤＭ　（ＰＤＭ-Ｅ） 実施期間：1995年8月1日～2000年7月31日

対象地域：タイ国バンコク市　　　ターゲットグループ：タイ国下水道事業関係者　　　　　　　　　　　　作成者：合同評価チーム　　　作成日：1999年11月19 日

プロジェクトの要約 評価指標 指標入手手段 外部条件

上位目標
適切な下水道技術を確立し、下水道施設を適
切に計画・設計・建設・運転・管理する

1．下水道処理場数
2．下水道技術者数

下水道事業のリスト
内務省公共事業局、バンコク首都圏庁に対するインタビュ
ー

タイ国政府が下水道事業推進政策を堅持
する。

プロジェクト目標
タイ下水道研修センターの機能、活動を確立
する

1．各研修コースへの参加者数
2．実施した研修コースとテーマ数
3．研修講師数

研修参加者リスト
トレーニングのリスト
内務省公共事業局に対するインタビュー

研修講師が下水道分野から離れない。
研修を受けた人材が下水道分野から離れ
ない。

成果
1．タイ下水道研修センターの運営を確立する

2．技術者及び管理者を研修する

3．データベースシステム（図書館機能を含む）
を準備する

4．研究・開発活動を企画する

1．スタッフの数
1-1 スタッフの配置が適切に行われる
1-2 フルタイム・スタッフの割合
1-3 一年以上継続勤務したスタッフの数

2．技術者・管理者の質
2-1 研修員の試験結果
2-1-1 試験問題の質
2-1-2 試験が適切に実施されること
2-1-3 ６割以上の研修員が試験において６割以上の問題に正

答すること
2-2 各コースの修了者の数
2-2-1 修了証書授与に係る基準が設定される
2-2-2 研修修了者が修了証書を受ける
2-2-3 修了証書の位置づけが明らかになる

3．データベース構築のためのデータ、記録の数
3-1 利用者に提供可能な情報、データ数
3-2 目的に沿ったデータベースが構築される
3-3 適切なデータベース利用計画が設定される

4．選定された研究・開発テーマ数
4-1 研究・開発テーマが必要性に応じて選定されていること
4-2 研究者が揃っている
4-3 研究開発のために必要な設備が整う

研修センターの組織図
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー

研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー

研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修参加者リスト
研修センターへのインタビュー

研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー

研究開発テーマのリスト
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー
研修センターへのインタビュー

研修講師が研修センターに残る。

各コース運営のための予算が確保され
る。

活動
1-1 合同調整委員会を組織する
1-2 タイ下水道研修センター職員を雇用する
1-3 職員を管理する
1-4 予算を管理する

2-1 研修講師を確保する
2-2 研修講師の育成を行う
2-3 研修プログラムを企画する
2-4 研修カリキュラムの作成を行う
2-5 研修教材を作成する
2-6 技術者、管理者の育成を行う

3-1 データベースシステムの企画を行う
3-2 資料の収集を行う
3-3 資料の分類を行う
3-4 適切な利用を促進する

4-1 研究・開発プログラムの作成
4-2 研究・開発施設の準備

（投入）
日本側
1．専門家派遣
　長期専門家
　　チーフアドバイザー
　　業務調整員
　　土木工学
　　機械工学
　　水質分析

　短期専門家
　　土木工学
　　機械工学
　　水質分析
　　その他

2．供与機材
　研修用機材、水質分析用機材、データベース、
研修教材作成のための機材等

3．研修員受入れ

タイ側
1．カウンターパート
 1) 内務省公共事業局長
 2) バンコク首都圏庁灌漑下水局長
 3) 内務省技術研修所長
 4) 技術研修所下水道研修センター長
 5) 研修コース運営担当者

2．施設
 1) 下水道研修センター
 2) バンコク首都圏庁シーパヤ支所
 3) 専門家執務室
 （下水道研修センター・シーパヤ支所内）

3．合同調整委員会

内務省公共事業局とバンコク首都圏庁が
協力を継続する。

機材が計画どおりに投入される。

（前提条件）

文書や情報が存在する。
研修員候補者が存在する。
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第５章 計画の達成度について 
 

５－１ 投入実績 

 (1) 日本側の投入 

  1）専門家 

    長期専門家については、チーフアドバイザー、調整員、土木、機械、水質の各５名がプロ

ジェクトの実施期間中派遣された。短期専門家については、主なものでは、土木工学が13

人/月、機械工学が22人/月、水質が17人/月派遣された。その他、電気工学、衛生工学、下

水道経営などの分野で９人/月が派遣された。 

  2）機材 

    研修用機材、水質分析機器、データベースシステム用機材、教材作成用機材など合わせて

約１億9,000万円の機材が投入された（ミニッツのANNEX３参照）。 

  3）カウンターパート研修 

    カウンターパート研修として、これまでに19名が日本で研修を受けた。内訳としては、内

務省公共事業局（PWD）から11名、バンコク首都圏庁灌漑下水局（DDS-BMA）から８名と

なっている。なお、1999年度には更に２名の研修が予定されている（ミニッツのANNEX４

参照）。 

 

 (2) タイ側の投入 

  1）カウンターパート 

    PWD局長、DDS-BMA局長、TTI所長、及びTCSW所長が、プロジェクト期間中カウンター

パートとされた。また、研修、データベース、研究・開発に関するカウンターパートは、

PWDから８名、BMAから15名が指名されていた（ミニッツのANNEX５参照）。なお、このう

ち、フルタイムのカウンターパートはPWDの２名であり、残りはすべてパートタイムであ

った。 

  2）TCSW職員 

    TCSW所長をはじめ、TCSWの職員は13名であった（ミニッツのANNEX６参照）。 

  3）建物及び施設 

    アユタヤ県バンパイン郡パトナム・パインのTTIの建物内にあるTCSW関連施設は、1996

年に使用を開始した。同じく、BMAシーパヤ下水処理場内のTCSW関連施設も1996年に使用

を開始した。TCSW及びBMA支所の事務室は確保されていた。また、PWD本部内においても

TCSW事務室が確保されていた。 
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  4）合同調整委員会 

    合同調整委員会は、プロジェクト全体及び年間のPO（Plan of Operation）を作成し、プロ

ジェクトの成果を確認し、プロジェクトに関する主な話題について議論することを目的と

して組織されている。PWD局長を委員長とし、タイ側はDDS-BMA局長、DTEC、TTI所長、

TCSW所長が委員であり、日本側はチーフアドバイザー、調整員、専門家、JICAタイ事務所

長が委員である。合同調整委員会は、1996年、1998年、及び今回の調査団派遣時の３回開

催された。プロジェクト全体及び年間のPOをミニッツのANNEX７(p.81～84) に示した。 

  5）プロジェクト運営費用 

    PWDからは、TCSWの水質実習室及び機器実習室の工事費として192万バーツ、薬品・ガ

ラス器具に約12万バーツ、研修実施費として約113万バーツを支出した。BMAも水質実習室

及び教室の工事費として、約168万バーツを支出した。以上を合計すると、約485万バーツ

となる。これに加えて、DTECから日本側専門家への活動補助がなされている。 

 

５－２ 活動実施状況 

 (1) 研修 

 調査団派遣時までに、計画・設計（基礎）、計画・設計（中級）、工事施工監理、運転管理

（基礎１）、運転管理（基礎２）、水質分析（基礎）、排水規制、下水道経営の８コースが実施

された。研修実施回数は、合計26回となっている（ANNEX８参照）。研修参加者は、累計で

763名である。このなかには、科学技術環境省汚染対策局（PCD）からの研修員６名、空港公

団からの研修員３名を含んでいる。各コースのカリキュラムはミニッツのANNEX９(p.88～96)

に示した。 

 なお、計画・設計（上級）、運転管理（上級）、水質分析（上級）の３コースは未開講であ

るが、プロジェクト終了時までには実施される予定である。 

 

 (2) データベース 

 処理場のデータ、300冊の参考図書（概要）、下水道施設の写真1,400枚、及びビデオ30本、

研修教科書56冊などが、コンピューターサーバーに保存された。現在は教科書及び教材作成

に使用されている。プロジェクト終了時までには、データベースとして使用するためのソフ

トウエアの作成を行う予定である。 

 

 (3) 研究・開発 

 カウンターパートとの協議の結果、25のテーマを選定した（ミニッツのANNEX10参照）。

これらのテーマは、研究・開発が必要なものとして選定した138のテーマについて、特に必要
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性が高く、実施可能なものとして絞り込んだものであり、政策・計画・省エネルギー・施設

改善・環境保全など多岐の分野にわたっている。 

 

５－３ 成果の達成状況 

 (1) TCSWの運営の確立 

 TCSWの組織図により、現在、TCSWの職員数は所長をはじめ13名となっており、全員がフ

ルタイムの職員となっている。TCSWの組織構成としては、所長が統括する研修事務セクシ

ョンと一般事務セクションからなっており、研修事務セクションが５名、一般事務セクショ

ンが７名と、組織人員配置からみても適正と考えられる。また、職員のうち９名は勤務期間

が一年未満であるが、４名は一年以上勤務している。したがって、組織体制からみて、TCSW

の運営は確立されたと判断される。 

 

 (2) 下水道関係職員の研修 

 調査団派遣時点までに763名の研修が修了しており、プロジェクト終了までには予定されて

いた1,001名の研修実施は確実と見込まれる。それぞれの研修コースへの参加者数については

ミニッツのANNEX８(p.85～87)に示した。 

 基礎コースについては、下水道に関する知識が全くない研修員に下水道の基礎的知識を習

得させることを目的としているため、修了時試験は行っていない。しかしながら、中級以上

のコースについては、やや専門的な知識を習得させることを目的としているため、研修修了

時に試験が実施されている。また試験問題については、日本の下水道技術検定程度のレベル

を設定しており、それぞれの研修コースの内容に沿った、ふさわしいものとなっている。試

験は整然と行われており、試験結果についても60点以上の研修員が60％以上を占めており、

研修員の理解度も高いといえる。 

 研修修了時には修了証書が手渡される。この修了証書は、出席率90％以上の研修員に渡さ

れており、ほぼ全員が修了証書を受け取っている。なお、修了証書を得た研修員は、職場で

は専門家とみなされるとのことであり、研修に対する一般的な評価も高いということができ

る。 

 以上のことから、研修については現時点でおおむね目標を達成しており、プロジェクト終

了時点には確実に目標を達成できる見込みである。 

 

 (3) データベースシステムの準備 

 現時点で、300冊の図書の概要、56冊の研修テキスト、下水道施設に関する写真1,400枚、

及び下水道施設に関するビデオ30本が収集され、コンピューターサーバーに保存されている。



－28－

このように多数の下水道の資料が収集されており、TCSWでは今後、下水道施設の運転管理

状況のデータを収集することにしており、調査団の訪問時点では各地方自治体に送付するア

ンケートがほぼ完成したところであった。 

 データベースシステムは、現時点では準備段階であるが、プロジェクト期間中には完成す

る予定である。なお、データベースシステムは、TCSWにおけるテキストや教材の作成に利

用する予定である。今後、他の用途への利用も検討する予定である。 

 

 (4) 研究・開発（R＆D）の準備 

 ミニッツのANNEX10(p.97)に示すように、研究を行うべきテーマとして25のテーマが選定

されている。これらのテーマは、下水道料金から下水処理技術まで広範な分野にわたってお

り、体系的に整理されている。現時点では研究テーマの整理が完了したところであったが、

プロジェクト終了時までには、詳細な計画が策定されることになっている。なお、TCSWに

供与された機材の一部は、研究・開発に利用されることになっている。また、研究・開発に

携わる人材についても準備可能とのことであった。 

 

５－４ プロジェクト目標の達成状況 

 調査団派遣時までに総勢763名の研修が行われており、プロジェクト終了時点までには、目標で

ある1,001名の研修を達成することは確実と思われる。研修コースについてみると、予定されてい

た11コースのうち８コースについては既に開講しており、プロジェクト終了時までに残り３コー

スも開講される予定である。研修講師については、PWD、BMAのみならずDOLA、パタヤ市、チ

ュラロンコン大学から派遣された。また、カウンターパートも講師となった。 

 第２章に記述したように、TCSWの運営の確立、下水道関係職員の研修、データベースシステ

ムの準備、研究・開発（R＆D）の準備についても、プロジェクト終了時までに目標を達成できる

見込みである。これらのことから、「TCSWの機能と活動を確立する」というプロジェクト目標は

達成される見込みである。 
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表５－１ 計画達成度（要約） タイ下水道研修センター（TCSW）プロジェクト 

プロジェクトの要約 指  標 指標の実績 外部条件 

上位目標 
適切な下水道技術を確立
し、下水道施設を適切に
計画・設計・建設・運転・
管理する 

下水道処理場数 
 
 
下水道技術者数 

30か所で処理場が運転されており、45
か所で工事が進んでいるところであ
る。 
プロジェクト開始時は下水道技術者＝
海外留学者であり、限られた人材しか
存在しなかった。プロジェクトの実施
により、763名の下水道技術者（基礎レ
ベル）が輩出され、各地方行政機関、
処理場に配置されるに至った。 

 

プロジェクト目標 
タイ下水道研修センター
の機能、活動を確立する 

1．各研修コースへの参加
者数 

 
 
2．実施した研修コースと
テーマ数 

 
 
3．研修講師数 

763名の研修員が輩出された。プロジェ
クト終了時までに1,001名の研修修了
者が見込まれる。 
 
８コースが既に立ち上げられており、
残りの３コース（上級コース）は今後
立ち上げられる見込みである。 
 
プロジェクト・カウンターパート、内
務省公共事業局、バンコク首都圏庁灌
漑下水局、内務省地方自治局、パタヤ
市役所、大学関係者らが研修講師とし
て配置された（合計30名程度）。 

タイ政府が下水道
事業推進政策を堅
持する。 
 
研修を受けた人材
が下水道分野から
離れないこと 

成果 
1．タイ下水道研修センター
の運営を確立する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．技術者及び管理者を研修
する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1．スタッフの数 
 
 
1-1 スタッフの配置が適

切に行われる 
 
 
1-2 常勤スタッフ割合 
 
1-3 １年以上継続勤務し

たスタッフの数 
 
 
2-1 研修員の試験結果 
 
 
 
 
2-1-1 試験問題の質 
 
 
2-1-2 試験が適切に実施

されること 
 
2-1-3 ６割以上の研修員

が試験において６
割以上の問題に正
答すること 

 

 
研修センターには13名のスタッフが配
置されており、運営体制は整っている。 
 
研修所は所長、５名の研修業務担当者、
７名の庶務担当者で構成されており、
運営体制は整っている。 
 
上記職員はすべて常勤である。 
 
４名のスタッフが一年以上継続勤務し
ている。一方、９名のスタッフは異動
により最近配属された職員である。 
 
中・上級コースで試験を実施した。日
本の下水道技術者試験に比べて基礎的
な水準の試験において、６～７割程度
の正答率が残されており成績は良好で
ある。 
研修コースに合わせて必要な基礎知識
を問うもので、適切である。 
 
試験は研修修了時に総括として行わ
れ、適切に実施されたと思われる。 
 
７割程度の研修員が６割を超える正答
率で卒業している。 
 
 
 

 
研修講師が研修セ
ンターに残ること 
 
各コース運営のた
めの予算が確保さ
れること 
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3．データベースシステム
（図書館機能を含む）を
準備する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．研究・開発活動を企画す
る 

2-2-1 修了証書授与に係
る基準が設定され
る 

 
2-2-2 研修修了者が修了

証書を受ける 
 
2-2-3 修了証書の位置づ

けが明らかになる 
 
 
3．データベース構築のた
めのデータ、記録の数 

 
 
3-1 利用者に提供可能な

情報、データ数 
 
 
3-2 目的に沿ったデータ

ベースが構築される 
 
 
3-3 適切なデータベース

利用計画が設定され
る 

 
4．選定された研究・開発
テーマ数 

 
4-1 研究・開発テーマが
必要性に応じて選定
されていること 

 
 
 
4-2 研究者が揃っている 
 
 
 
 
 
4-3 研究開発のために必

要な設備が整う 

修了証書は出席率・試験成績により授
与された。 
 
 
すべての修了者が修了証書を受けてい
る。 
 
修了証書所持者は各自の職場において
その資格に応じた職務を担当してお
り、その専門性が認められている。 
 
教科書56種類、参考文献300冊、写真
1,400枚、ビデオデータ30種類が収集さ
れた。 
 
研修員に必要な情報が整理されてお
り、研修教材として活用できる状態に
なりつつある。 
 
データベースは構築中であり、研修員
の意見を踏まえて内容を改善する必要
がある。 
 
データベースは研修用教材として活用
する予定である。また、情報集積メデ
ィアとしても利用可能である。 
 
研究が必要なテーマとしては25テーマ
が選定された。 
 
下水道法・予算・計画・建設・維持管
理・技術開発・研修・国際協力・広報
分野のテーマが選定されており、それ
ぞれが下水道事業における基礎的研究
になっている。 
 
大学関係者、内務省公共事業局が有す
る技術者、科学技術環境省環境研修研
究センターなどに、上記テーマに係る
研究開発を推進できる人材はいるが、
適切な指導は必要である。 
 
下水道研修センターに対して供与され
た機材は、基礎的な研究開発を行うう
えで活用可能であり、有効に活用され
ることが期待される。 

 

活動 
1-1 合同調整委員会を組織

する 
1-2 タイ下水道研修センタ
ー職員を雇用する 

1-3 職員を管理する 
1-4 予算を管理する 
2-1 研修講師を確保する 
2-2 研修講師の育成を行う 
2-3 研修プログラムを企画
する 

投入 
（日本側） 
1．専門家派遣 
  長期専門家 
   チーフアドバイザー 
   業務調整員 
   土木工学 
   機械工学 
   水質分析 
 

 
 
 
 
52人/月の投入を行った 
52人/月の投入を行った 
52人/月の投入を行った 
52人/月の投入を行った 
52人/月の投入を行った 
 

 
内務省公共事業局
とバンコク首都圏
庁が協力を継続す
ること 
 
機材が計画どおり
に投入されること 
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2-4 研修カリキュラムの作
成を行う 

2-5 研修教材を作成する 
2-6 技術者、管理者の育成
を行う 

3-1 データベースシステム
の企画を行う 

3-2 資料の収集を行う 
3-3 資料の分類を行う 
3-4 適切な利用を促進する 
4-1 研究・開発プログラム
の作成 

4-2 研究・開発施設の準備 
 

  短期専門家 
   土木工学 
   機械工学 
   水質分析 
   その他 
 
 
2．供与機材 
  研修用機材、水質分析
用機材、データベー
ス、研修用教材作成の
ための機材等 

 
3．研修員受入れ 
 
（タイ側） 
1．カウンターパート 
1) 内務省公共事業局長 
2) バンコク首都圏庁灌
漑下水局長 

3) 内務省技術研修所長 
4) 技術研修所下水道研
修センター長 

5) 研修コース運営担当
者 

 
2．施設 
1) 下水道研修センター 
2) バンコク首都圏庁シ
ーパヤ支所 

3) 専門家執務室（下水道
研修センター・シーパ
ヤ支所内） 

 
 
3．合同調整委員会 

 
13人/月の投入を行った 
22人/月の投入を行った 
17人/月の投入を行った 
９人/月の投入を行った（電気工学、衛
生工学、下水道維持管理など） 
 
 
左記分野に関連する機材、約１億9,000
万円を供与した。 
 
 
 
19名の研修員の受入れを行った。 
 
 
タイ側は、左記の役職者、担当者をプ
ロジェクト期間中、計画どおり配置し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術研修センター施設（下水道研修セ
ンターは同施設内に設置）は、当初の
計画よりも４か月遅れて1996年12月に
完成・運用が始まった。 
専門家執務室は、左記以外にも内務省
公共事業局内にも確保され、専門家は、
主に公共事業局内で協力を行った。 
 
左記委員会は1996年、1998年（中間評
価）、1999年に開催され、年間計画承認、
プロジェクト進捗管理、プロジェクト
活動上の問題解決に係る取り組みを行
った。 
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第６章 評価の結果 
 

６－１ 実施の効率性 

 ６－１－１ 投入のタイミング 

  (1) 日本側の投入 

   1）専門家の派遣 

     長期専門家については、プロジェクト期間中継続して派遣されていた。また、短期専門

家の派遣時期については、研修コースの教材作成に合わせて行われており、おおむね適切

であった。ただし、データベースの短期専門家については、派遣時期が決定していたにも

かかわらず、派遣の前提となるソフトウェアの発注が大幅に遅れたため、派遣時期を変更

せざるを得ないことがあった。 

   2）供与機材 

     機材は使用する研修に間に合うように設置されており、タイミングは適切であった。 

   3）カウンターパート研修 

     特に問題なし。 

 

  (2) タイ側の投入 

   1）研修施設等 

     下水道研修センター（TCSW）の研修施設は、アユタヤ県バンパイン郡に建設された技

術研修センター（TTI）の新施設に設置された。プロジェクト開始時点では、TTIの施設

は建設中であり、完成は若干遅れたが、TCSWの研修実施については特に問題はなかった。

TCSWの水質実験室、及び実習室はタイ側により整備され、タイミングも適切であった。

また、BMAシーパヤ支所の水質実験室、研修室、及び専門家執務室についてもタイ側に

より適切な時期に準備された。さらに、専門家執務室について、当初の計画ではアユタヤ

県のTCSW研修施設完成まではサムセンの内務省公共事業局（PWD）本部に置き、完成後

はTCSW研修施設に移転する予定であったが、専門家の通勤の便及びPWD、BMAへの交通

の便を考慮し、完成後もPWD本部を継続して使用することとした。 

   2）カウンターパート及び職員の配置 

     適切であった。 

   3）プロジェクト運営費用 

     施設の整備費用の予算化、研修実施費用の予算化についても、適切なタイミングで実施

された。 
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 ６－１－２ 投入の質・量 

  (1) 日本側の投入 

   1）専門家の派遣 

     長期専門家の技術分野である土木工学、機械工学、水質分析については適切であり、タ

イ側のニーズに合致していた。専門家の質については問題なかった。量に関しては、短期

専門家を送り出す機関の事情もあり、要請に比べると実際の派遣期間は短くなっていた。

現地派遣期間の短さは、国内作業によって補完されたため、量的にも問題はなかった。短

期専門家の場合、現地に慣れるのに時間がかかるため、ある程度長期（２か月程度以上）

の派遣期間が必要と考えられる。なお、長期専門家経験者や、繰り返し派遣されるリピー

ター的な短期専門家の派遣は、順応期間が不要であることから有効であった。 

   2）供与機材 

     質・量ともにおおむね適切であった。一部の機材（試料保管用冷蔵庫、恒温装置、水質

分析機器、実習機器）については、他の研修等に使用するなどして使用頻度を更に高める

ことが、維持管理上からも望ましい。なお、CADシステムについては、計画・設計コー

スにおいてよく使用されていた。運転管理コース用の実習機材については、非常によく設

計されており、下水道施設の機械システムを理解するために有効である。 

   3）テキスト 

     各コースに研修用テキストが準備されていた。これらのテキストはすべてタイ語で記

述されており、研修員にとって内容や技術用語が容易に理解されるものとなっている。

各コースの終了時に研修員に対して行われたアンケート結果によると、80％以上の研修

員がテキストの内容について良好と回答している。ただし、テキストの原案は英語で作

成されており、タイ語への翻訳が一部不十分との意見もあった。この点については、下水

道技術用語集（タイ語／英語）を作成し、テキストの改善を行う必要がある。 

   4）カウンターパート研修 

     技術移転を集中的に行えるため、有効であった。特に、集団研修がこの点から非常に有

効と考えられる。カウンターパート研修は、質・量ともにおおむね適切であったと思われ

る。タイ側からは、カウンターパート研修は非常に有益であるので、受入れ枠を増やして

ほしい旨の要望があった。なお、カウンターパート研修の枠外で、1998年度国別特設コー

スとして下水道関係の幹部10名の研修が行われ、好評であった。 

 

  (2) タイ側の投入 

   1）研修施設等 

     アユタヤ県のTTI研修施設におけるTCSW施設としては、図書室、講堂、講義室、CAD
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システムを含むコンピューター室、機械・電気実習室、水質実験室などが整備された。

全ての施設は、非常に良好に管理されていた。政府の方針により研修が拡充されること、

及び研修員からの要望を取り入れ、宿泊施設及び更生施設の改善が行われていた。 

   2）カウンターパート及び講師の質・配置状況 

     フルタイムのカウンターパートが２名配置されており、その他はパートタイムであった

質的及び量的には問題はないが、技術移転をより進める観点から、タイ側は今後、フル

タイムのカウンターパートを増加させることとしている。研修講師はカウンターパート

のほか、PWD、BMAの下水道技術者をはじめ内務省地方自治局（DOLA）、チュラロンコ

ン大学から招くなど、質としては申し分のないものであった。 

   3）職員の配置状況 

     予定されていた人員に対し、若干の欠員はあったものの、ほぼ定員は充足されており、

問題はないと判断される。 

    4) プロジェクト運営費用 

     ミニッツのAPPENDIX５（p.103）に、タイ側の投入した費用について示した。研修施設

の建設費用、水質分析器具・薬品、及び研修実施費用として約500万バーツが投入された。

なお、首相府技術経済協力局（DTEC）を通じて専門家の活動を支援するために支出が行

われている。 

 

６－２ 目標達成度 

 ６－２－１ 成果レベル 

  (1) TCSWの運営確立 

 職員の配置状況や活動状況からみて、TCSWの組織体制は確立されていると判断できる。

また、TCSWに対する予算が年々増加している状況からみても、TCSWの運営は確立された

といえる。各研修コースごとに組織されているワーキンググループについても十分に機能

していた。今後、プロジェクト目標を達成するためには、TCSWの職員を維持し、組織立

てることが重要である。 

 

  (2) 下水道関係職員の研修 

 プロジェクト終了時までに、目標としていた1,001名の研修を達成することが確実であ

る。修了証書発行基準は出席率90％以上というものであるが、ほとんどすべての研修員が

修了証書を受領した。TCSWでは、基礎コースを除いてコース終了時に試験を実施してい

るが、試験の質は適切であり、よく準備されたものであった。試験の実施及び採点につい

ても良好に実施されていた。試験結果は、更にテキストやカリキュラムの改定に利用する
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ことも必要である。 

 

  (3) データベースシステムの準備 

 収集された資料は量的にも十分であり、適切に分類されていた。資料の質についても、

データベースシステムを構築するのに十分と思われる。プロジェクト終了時までに、デー

タベースシステムの構築は完了し、利用に供される予定である。 

 

  (4) 研究・開発活動の準備 

 研究・開発活動については、ワーキンググループを編成し必要なテーマを絞り込むなど、

組織的に計画されている。なお、TCSWでは既に予備的な研究を行っている。プロジェク

ト終了時までに、研究者や機材等に関する計画を作成する予定である。 

 

 ６－２－２ プロジェクト目標レベル 

 TCSWの職員、カウンターパート、及びワーキンググループなどの人的な面、研修等の実施

に関する予算配分状況、及び研修をはじめとする活動実施状況など、すべて良好である。した

がって、プロジェクト目標である「TCSWの機能及び活動が確立される」は、プロジェクト終

了時までに達成できる見込みである。 

 

６－３ 効果 

 (1) 直接的効果 

・調査団派遣時点で、763名の研修が終了しており、プロジェクト終了時までには目標である

1,001名の研修を達成できる見込みである。 

・下水道施設は、適切に運転・管理されている。 

・TCSWの研修コースは、タイ側によって運営されている。 

・データ及び情報は、データベースシステムを構築するのに十分な程度まで整理されている。 

・下水道技術者の能力・数は増加した。 

 

 (2) 間接的効果 

・TCSWにMOSTEから研修員が参加したことや、TCSWの運営委員会にMOSTEの代表者が加

わるなど、下水道分野におけるMOIとMOSTEの関係が近くなった。また、両機関ともに

TCSWを有効に利用している。 

・TCSWの活動により下水道事業の重要性が認識され、バンコク首都圏などで下水道料金の

徴収が始まろうとしている。 
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・PWDとMOSTEは、タイの下水道技術水準の向上を図るようになり、共同で研究・開発を計

画している。 

 

６－４ 計画の妥当性 

 (1) 上位目標 

 タイ政府は、環境保全の手法として下水道事業を推進している。また、近年、洪水が頻発

しており、浸水防除施設としての下水道事業の必要性も認識している。このように下水道事

業の必要性が急速に高まっている。したがって、上位目標は現時点においても妥当と判断され

る。 

 

 (2) プロジェクト目標 

 タイ政府は、現在地方分権化を推進しており、地方自治体における下水道職員の育成が急

務となっている。また、下水道をはじめとする技術職員の研修の重要性を考慮して、TTI に

おける研修員受入れ枠、及び研修予算が急増している。したがって、プロジェクト目標は、

現時点においても妥当と判断される。 

 

 (3) プロジェクトデザイン 

 地方自治体における下水道職員育成の必要性は増大している。また、技術向上及び今後の

研究・開発のための基礎となる下水道に関するデータベースの作成や、タイにおける適正技

術の研究・開発についても、タイ側は意欲的に取り組んでいる。以上のことから、プロジェ

クトデザインは現時点においても妥当と判断される。 

 

６－５ 自立発展性 

 (1) 政策的側面 

 タイ政府は国家政策として８項目をあげており、その一つである人材育成とTCSWの活動

は合致している。また、下水道事業は各県が作成する県別環境保全計画に基づいて実施され

ており、地方自治体における人材育成は、政策面からみて重要である。 

 

 (2) 技術的側面 

 TCSWプロジェクトによって供与された技術は、地域の需要に合致している。TCSWにおい

て研修を受けた職員は、下水道事業の推進に貢献している。また、講師は大学をはじめとす

る様々な組織から選ばれている。TCSWは、研修用の機材や教材を自ら調達・作成できる。

なお、プロジェクト終了時までに完成するデータベースシステムによって、プロジェクトの
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自立発展性が高まるものと思われる。 

 

 (3) 環境的側面 

 TCSWの活動は、環境にマイナスの要素はない。 

 

 (4) 社会・文化的側面 

 資源である水環境の保全に関する社会的関心は高まっており、下水道の専門家を育成する

というTCSWの活動は社会的な潮流と合致している。カウンターパートや講師には女性も多

数含まれており、TCSWプロジェクトは社会的な性的差別の解消にも寄与している。 

 

 (5) 組織・制度的側面 

 TCSWはTTIの内部的機関と位置づけられている。また、TCSWの所長は部長級の人材があ

てられており、重要な地位と認識されている。内務省（MOI）、バンコク首都圏庁（DDS）、

科学技術環境省（MOSTE）及び関連組織は、TCSWプロジェクトの自立的発展のために協力

することを合意している。タイにおける下水道事業の実施体制については、ミニッツの

ANNEX11（p.98）に示した。 

 

 (6) 財政的側面 

 経済状況の悪化により、タイ政府は人材育成の重要性を認識するようになった。その結果、

TTIの研修予算は急増している。さらに、PWDからのTCSWへの研修実施予算は、TCSWの研

修コースが増加するのに従い、年々増加している。 
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第７章 教訓・提言 
 

(1) 教訓 

 1) 下水道研修センター（TCSW）の運営戦略策定 

   研修コース及び TCSWの運営に係る長期的展望、予算配分、人材確保に係る計画を策定する

必要があるものと思われる。 

 2）TCSW運営委員会 

   TCSW運営委員会は、TCSWの運営、研修計画、活動実施に係るアドバイザリー的な役割を

担い、プロジェクトを円滑に進めるうえで有効に機能した。また、この委員会は、内務省公共

事業局（PWD）のほかにも地方自治局、大学から委員が選ばれており、関係機関の連携を構

築するうえでも有効に機能した。プロジェクト終了後も、この運営委員会の役割が継続される

ことが望まれる。 

 3）研修修了者への資格付与 

   研修参加へのインセンティブを高めるため、また、TCSWの地位を高めるため、研修コース

修了者に付与する資格が制度化されることが望まれる。そのためには、下水道事業を運営する

各階層において、どのような技能を身に付けておくべきかを明らかにする必要がある。また、

今後、実施されるプロジェクトにおいても、案件形成時に上記のような取り組みを検討する

必要があると思われる。 

 4）研修カリキュラム、テキストの改善 

   研修員のテスト結果、アンケート結果を基に、研修カリキュラム及び教材が改善されること

が望まれる。この点は、今後、実施されるプロジェクトにおいても、案件形成時に上記のよう

な取り組みを検討する必要があると思われる。 

 5）データベースシステム 

   構築されたデータベースシステムを有効に活用するためにも、更なる情報の集積が求められ

る。データベースには最新の情報が掲載されているように、毎年見直しが行われる必要がある。 

 データベースを構築する場合、システム構築に係る初期投資だけではなく、その情報見直し、

更新に係る費用負担についても勘案する必要がある。 

本プロジェクトでは、システム構築にかかわったコンサルタントに、継続して情報の見直

し・更新に係るサービスも契約条件に含めるように工夫した。このように、データベースの機

能を維持管理する体制、予算が担保される必要がある。他の案件においてデータベース構築を

行う際も、同様の配慮が必要であると思われる。 

 6）地方分権化に伴う人材育成ニーズの変化 

   タイにおいては、従来の中央省庁主導による公共事業実施体制から、地方政府への権限委譲
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に基づく事業実施体制へと転換が行われている最中である。このような背景の下、下水道事業

の実施主体も地方政府となり、事業実施に係る技術者不足が特に地方政府において顕著になっ

た。このような地方政府のニーズに伴い、TCSWは地方技術者育成に貢献することとなった。

本調査時点で実施されていた研修コース参加者を含めると、合計754名の研修参加者のうち241

名（約32％）が地方政府からの参加者である。地方分権化政策をあげる国に対する技術協力に

おいては、事業主管官庁に属する技術者だけではなく、地方政府の人材育成を視野に入れた協

力が必要であると思われる。 

 また、地方分権化政策が導入される国に協力を行う場合、上記の点に配慮する必要があると

思われる。 

 7）タイの風土に適合する下水道事業の展開 

   タイにおける下水道事業は、海外・国内のコンサルタントに事業を委託する形で行われてい

るが、事業発注側が求められる下水道施設の規模、機能などを理解しない状況の下でコンサル

タントに委託する事例が見受けられるため、適正な下水道事業推進のためにも、施設建設基準、

運転基準を制度化する必要がある。 

 先進国では各種の下水道基準が詳細に定まっているが、それらは熱帯に属するタイにおいて

そのまま適用できるものではない。しかし、下水道の設計段階で、海外の基準を適用してオー

バースペックの処理場が建設されている事例も見受けられる。タイで適正規模の下水道施設を

建設するためには、現状の分析を通じて、タイにおける独自の基準づくりを行う必要がある。

したがって、下水道事業に係る現状分析を行うための予算、人員の確保が望まれる。また、水

質分析に係る研究者を有するMOSTE環境研修研究センターや大学と連携をとりながら研究を

行う必要がある。 

 上記の点は、熱帯地域における下水道事業に共通する点であり、今後、他国において下水道

分野に対する協力を行う場合、考慮すべき点であると思われる。 

 

(2) プロジェクト終了までの提言事項 

 1）供与機材の有効利用 

   TCSWに供与された機材（試料保管用冷蔵庫、恒温装置、水質分析機など）を最大限利用す

ることが望ましい。そのために、MOI技術研修センターの研修コースや、その他の機関が機材

の活用を希望する場合は、有効に活用することが望まれる。 

 2）機材の表示 

   供与機材の一部に英語のみの表示のものがあった。研修員が機材使用方法を十分に理解す

るためには、英語表記をタイ語に翻訳しておくことが望まれる。 
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